
流山市子育てにやさしいまちづくりの環境を整えるための大  

規模な共同住宅等の建築における保育所設置の協力要請に関  

する要綱  

 

 （目的）  

第１条  この要綱は、流山市子育てにやさしいまちづくり条例（平成１

９年条例第３９号。以下「子育てにやさしいまちづくり条例」という。）

に定める基本理念を踏まえ、大規模な共同住宅等の建築により発生す

る保育需要に対応するため、当該建築を行う事業者に対し保育所の設

置の協力の要請を行うことについて必要な事項を定め、もって子育て

にやさしいまちづくりの環境を整えることを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。  

（１）大規模な共同住宅等  戸数が２００以上の共同住宅又は戸建住宅

をいう。  

（２）建築  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１３号

に規定する建築（増築及び改築にあっては戸数が２００以上増加す

る場合に限る。）をいう。  

（３）事業者  大規模な共同住宅等の建築に係る工事の注文者又は請負

契約によらないで自らその工事をする者をいう。  

 （ 協 力 要 請 ）  

第 ３ 条  市 長 は 、 事 業 者 が 流 山 市 街 づ く り 条 例 （ 平 成 ２ ４ 年 条

例 第 ９ 号 ） 第 ２ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た 時 は 、

子育てにやさしいまちづくり条例に定める基本理念を踏まえ、周 辺

地 域 に お け る 保 育 の 需 要 と 保 育 所 の 設 置 の 必 要 性 を 判 断 し な

け れ ば な ら な い も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 保 育 所 の 設 置 を 必 要 と 判 断 し た

場 合 は 、 当 該 大 規 模 な 共 同 住 宅 等 の 入 居 者 を 含 む 地 域 住 民 が

安心して子育てができる環境の整備の観点から、保 育 所 の 設 置 を 当

該 事 業 者 に 要 請 す る も の と す る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ る 要 請 は 、 協 力 要 請 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ）

に よ り 行 う も の と す る 。  



４  事 業 者 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 要 請 を 受 け た と き は 、 回 答

書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 応 答 す る も の と す る 。  

 

 （ 協 議 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 前 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 回 答 書 が 提 出 さ れ た

と き は 、 事 業 者 と 協 議 す る も の と す る 。  

 

 （ 協 議 結 果 の 処 理 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 事 業 者 と 協 議 し た と き は 、

そ の 結 果 に つ い て 、 協 議 結 果 確 認 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） に よ

り 双 方 で 確 認 す る も の と す る 。  

 

 (委 任 )  

第 ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し

必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る も の と す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ５ 年 ６ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。  



別  記  

 第１号様式（第３条関係）  

年   月   日  

        様  

流山市長         ㊞  

 

協  力  要  請  書  

流山市子育てにやさしいまちづくりの環境を整えるための大規模な共

同住宅等の建築における保育所設置の協力要請に関する要綱 第３条第３

項により、次のとおり協力を要請いたします。  

記  

所在地   

建築物の名称   

大 規 模 な 共 同 住 宅 等

の内容  

（１）区  分   共同住宅・戸建住宅  

（２）戸  数         戸  

（３）建築等   新築・増築・改築  

事 業 者 へ の 保 育 所 の

設 置 に 向 け た 協 力 要

請  

保育所の必要性   

保育所の必要な

面積等  
     平方メートル以上  

その他   

市の連絡先   

 

※    月  日までに別紙回答書により、回答してください。  



 第２号様式（第３条関係）  

年   月   日  

 （宛先）流山市長  

事業者          ㊞  

回  答  書  

 流山市から、   年   月   日付けで協力要請を受けたことについ

ては、次のとおり回答します。  

記  

所在地   

建築物の名称   

大 規 模 な 共 同 住 宅

等の内容  

（１）区  分   共同住宅・戸建住宅  

（２）戸  数         戸  

（３）建築等   新築・増築・改築  

協力要請の内容  

 

 

 

協 力 要 請 に 対 す る

回答  
①協議に応じます  ②協議に応じられません  

① 協 議 に 応 じ る 場

合  

保育所の必要性  

 

 

保育所の必要な面積等      平方メートル  

               以上  

その他  

② 協 議 に 応 じ な い

場合  

理由  

 

 

 

担  当   

 



 第３号様式（第５条関係）  

 

 

協 議 結 果 確 認 書  

 流山市子育てにやさしいまちづくりの環境を整えるための大規模な共

同住宅等の建築における保育所設置の協力要請に関する要綱 第５条によ

り、協議した結果について、次のとおり確認します。  

記  

所 在 地  

建 築 物 の 名 称  

大 規 模 な 共 同 住 宅

等の内容  

１  区  分   共同住宅・戸建住宅  

２  戸  数         戸  

３  建築等   新築・増築・改築  

協 議 結 果 

※該当に○印記入  

１  今後、保育所の設置を前提に開設に向けた必

要な手続等を進めます。  

２  保育所の設置について協議をしましたが、不

成立となりました。  

３  その他  

[                    ]  

 

    年   月   日  

 

流山市長         ㊞  

 

事業者          ㊞  


